
　　

　

② 出張相談会場　（先着順：各日80名／午前のみの日は36名 　午前９時頃より番号札配布予定）
期　　間 場　　所 時　　間

２月３日（火） 上名和公民館

２月５日（木）

２月６日（金）※午前のみ

２月６日（金） 富木島公民館

　　　国税庁HP（https://www.nta.go.jp/）「確定申告書等作成コーナー」をご利用ください。
　　　作成した申告書は、印刷して税務署に郵送で提出することもできます。

 　申告相談会場　

【注意事項】　✔ 相談会場へ直接の問い合わせはしないでください。

　加木屋市民館

【受付方法】
①当日受付

午前９時頃より番号札配布予定（北玄関にて配布予定）

※できる限り、オンライン予約をご利用ください。

※入場制限を行いますので、指定された時間にならないと

会場には入れません。

※朝早くから並ぶことはお控えください。

②オンラインによる予約受付
下記より予約サイトへアクセスできます。

（電話や窓口による予約は受け付けておりません。）

予約受付は

こちらから

用意するもの
・マイナンバーカード

・マイナンバー読取対応のスマートフォン

✓ 給与の源泉徴収票は、スマートフォンをかざすだけで自動入力！

✓ ふるさと納税や医療費控除も、書類の添付不要でらくらく申告！

詳しくはこちら

以下の方は半田税務署で申告してください

× 事業所得（営業、農業、不動産）

× 青色申告

× 令和７年分以外の年の申告

× 修正申告、更正の請求

× 土地・建物や株を売った場合の譲渡所得や、

FX・先物取引に係る雑所得等の分離所得

× 住宅ローン１年目 × 暗号資産（仮想通貨）

自動計算だから簡単！

郵送代や交通費もかかりません！

所得税の確定申告のご案内

２月２日（月）正午より予約開始!!

※マイナンバー受取時に設定したパスワード（数字４桁＋英数字６～１６桁）が必要です。

還付金の振込みも

スピーディー！

２４時間 家でも

できて 便利♪
どこからでもｅ-Ｔａｘ（電子申告）

市役所で受付できます
◎市・県民税の申告

◎ 給与、年金

◎ 個人年金や報酬などの雑所得

◎ 保険の満期返戻金などの一時所得

◎ 配当所得

※今年から時間が変更になりますのでご注意ください。

※最終受付は午後３時３０分

となります。ご注意ください。

※最終受付は午後３時３０分

となります。ご注意ください。

午前：9時15分～11時30分

午後：1時～ 3時30分

期間：２月1６日（月）～３月1６日（月）の 平日

時間：午前９時15分～11時30分、午後１時～3時30分

※ 午前９時 までは市役所内に入れません。

出張申告相談会場は、

給与・年金所得の

還付申告の受付のみ

です！！

① 市役所 地下大会議室



③ パワードーム半田３階　（税務署主催）

時　　間

午前９時～午後５時

④ 税理士による無料相談会場　（税務署主催）

対　　象　　者

　申告する方

　扶養親族がいる方

　給与、年金、退職所得のある方

　個人年金、保険の満期返戻金のある方

　報酬を受けた方、副業をしている方

　配当所得のある方

　扶養親族がいる方

　下記の保険料などを支払っている方
　　国民健康保険税、後期高齢者医療保険料
　　介護保険料
　　国民年金保険料
　　生命保険料、地震保険料　　　　　など

　障害者控除を受ける方

　勤労学生控除を受ける方

　医療費控除を受ける方

　ふるさと納税など寄附金控除を受ける方
　(※ ふるさと納税のワンストップ特例を申請した方も必要です)

その他 　所得税の還付を受ける方

 ☎ 問合せ先 　　東海市役所　税務課市民税担当     〒476-8601　東海市中央町一丁目１番地

　　電話　０５２－６１３－７５４８、０５２－６１３－７５４９（直通）

 【✔ 医療費控除について】
 　　病院・薬局等の領収書、医療費通知のみでは控除の適用ができません。必ず「医療費控除の明細書」（前年中
 　の医療費をまとめたもの）を作成してご提出ください。
 　　領収書は自宅で５年間保管、医療費通知を使用する場合は、作成した医療費控除の明細書に添付してください。

　扶養親族のマイナンバーがわかるもの

　源泉徴収票

　保険会社などからの証明書

　報酬などの支払調書

　支払通知書

　扶養親族の所得がわかるもの

控除関係

　通帳、キャッシュカードなど口座番号がわかるもの

　保険料の控除証明書など

　障害者手帳、療育手帳
　障害者控除対象者認定書（※介護窓口で発行可）

　学生証、在学証明書

　医療費控除の明細書（※様式は国税庁HPを参照）

　寄附金の控除証明書など

収入関係

 　市役所の申告会場で必要な書類など

　申告者のマイナンバーカード

必　要　な　書　類

マイナンバー関係

期　　　間

　2月1６日（月）～３月1６日（月）の平日
　※ ３月１日（日）は開設

【注意事項】

入場には、「入場整理券」が必要です。

予約は国税庁のLINEにて受付しています。

基本的に、ご自身のスマホで申告していただき

ます。

パワードーム半田へ直接の問い合わせはご遠慮

ください。

【注意事項】

商工センターへ車でお越しの方は、市役所駐車

場をご利用ください。

相談会場への直接のお問合せはご遠慮ください。

③、④の会場の詳細については、半田税務署（ 0569-21-3141）へお問い合わせください。

※ 昨年までと会場が異なりますのでご注意ください。

※ AM９時～10時までの間、入口は1階アクトス夜間出入口のみとなります。

税理士による無料相談会場での申告相談について

・所得税、消費税及び地方消費税の申告が相談対象です。

・譲渡所得、山林所得、贈与税、相続税の申告は相談対象外です。

・営業、農業、不動産所得の方は、完成している収支内訳書をご持参ください。

・所得や帳簿などの状況より、後日の来所になることや、パワードーム半田会場を案内することがあります。

・入場には「入場整理券」が必要です。（当日会場にて配布されます。）

・会場の混雑の状況により、受付を早めに終了する場合があります。


